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相模原市立地適正化計画 

２ 立地適正化計画策定の背景と目的 

本市では、これまで人口増加が続いてきましたが、令和元年度のピーク後は減少に転じ

ることが見込まれています。０歳～１４歳の年少人口及び１５歳～６４歳の生産年齢人口

は減少していく一方で、高齢化率は高まる見込みであり、平成２７年の３０年後である令

和２７年には６５歳以上の人口が約１．４倍となる見込みです。 

総人口の減少、年少人口・生産年齢人口の減少及び高齢化の進行に伴い、様々な課題の発

生が見込まれ、それらに対応するために立地適正化計画を策定します。 

 

＜本市の人口動向＞ 
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(15歳～64歳)

前期高齢者人口

(65歳～74歳)

後期高齢者人口

(75歳～)

高齢化率

【人口減少によって起こる課題】 【高齢化によって起こる課題】

公共交通
の撤退

耕作放棄地
の増加

空き家・空
き地の増加

地域コミュニティの
機能低下

税収の減少

店舗等の
撤退

まちなかの
人通りの減少

社会保障費
の増大

医療・介護・福祉
需要の増大

働き手の
減少

交通弱者・
買物困難者

の増加

現役世代の
負担増

様々な課題の発生が見込まれるため、それらに対応したまちづくりが求められています。 

出典：平成２７年までは国勢調査、令和２年以降は国立社会保障・人口問題研究所推計値（平成３０年３月公表） 
※令和元年の人口推計は、さがみはら都市みらい研究所推計値です。 

494,255 人 

令和元年度がピークで 723,056人 
その後減少に転じる ※ 

636,888 人 
 

平成 27年の 30年後である 
令和 27年には 65歳以上は 1.4倍 

推計 

総人口の減少、年少人口・生産年齢人口の減少及び高齢化の進行に伴い… 

720,780 人 

年
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